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刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

刑
法
の
一
部
改
正

一

刑
の
時
効
の
改
正

１

死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
の
時
効
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
関
係
）

２

無
期
又
は
十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
つ
い
て
、
時
効
は
、
次
の
期
間
そ
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

完
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
三
十
年
（
第
三
十
二
条
第
一
号
関
係
）

(一)

十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
二
十
年
（
第
三
十
二
条
第
二
号
関
係
）

(二)

第
二

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正

一

人
を
死
亡
さ
せ
た
罪
の
公
訴
時
効
の
改
正

１

人
を
死
亡
さ
せ
た
罪
で
あ
っ
て
死
刑
に
当
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
訴
時
効
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
二
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

人
を
死
亡
さ
せ
た
罪
で
あ
っ
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
当
た
る
も
の
（
死
刑
に
当
た
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
時
効
は
、
次

に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は
三
十
年
（
第
二
百
五
十
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

(一)

長
期
二
十
年
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は
二
十
年
（
第
二
百
五
十
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

(二)
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及
び

に
掲
げ
る
罪
以
外
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は
十
年
（
第
二
百
五
十
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

(三)

(一)

(二)

二

還
付
の
公
告
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
四
百
九
十
九
条
第
二
項
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）


